
船舶事故等調査報告書 

 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１３８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月９日（月） ０９時３４分ごろ 

発生場所 富山県伏木富山港外港 

 富山県高岡市所在の国分
こ く ぶ

東防波堤灯台から真方位０４６°２,５００

ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４９.３′ 東経１３７°０４.７′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート 海鮮蔵
かいせんくら

、１.７トン 

   ２７０－４４７４７富山、個人所有 

Ｂ 高速警備救難艇 ＰＳ
ピーエス

２０３－Ｍ
エム

１、５トン未満（長さ４.８６

ｍ） 

   ２６０－４１５８９東京、国土交通省 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、伏木富山港外港において、漂泊

中であった。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、Ａ船に向かうため、約４.６

ノットの対地速力で北進中、Ａ船から約１５ｍに接近した際、Ａ船の

左舷後部甲板に立っていた船長Ａに声を掛け、船長Ｂが、Ａ船から約

１１ｍに接近し、減速するためにスロットルレバーを下げたところ、

船外機が停止したので、急いで始動しようとしたものの、始動するこ

とができず、スロットルレバーを確認したところ、中立位置にないこ

とに気付き、中立位置に戻してすぐに始動させ、後進の操作を行った

平成２５年９月９日０９時３４分ごろＢ船の船首とＡ船の左舷後部と

が衝突した。 

 船長Ａは、衝突の衝撃により転倒し、その後、治療を受けた病院で

頸
けい

椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視程 約１０海里 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮中央期 



 その他の事項  Ｂ船の船外機は、スロットルレバー１本で前後進の切替と燃料供給

の増減を行うようになっており、スロットルレバーが中立位置にない

と始動できないよう、安全装置が付いていた。 

 船長Ｂは、Ａ船に対する安全指導を開始する前、１隻目の船に接近

したときは、船外機に不具合はなかった。 

 船長Ｂは、約２０回の高速警備救難艇の操船経験があり、操船の不

安はなかった。 

 船長Ｂは、ふだんから約３０°の角度をもって安全指導を行う船舶

に接近していたが、本事故当時は、気象条件を考えていつもより速力

を上げ、Ａ船に約９０°の角度をもって接近した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伏木富山港外港で漂泊中、船長Ａが接近するＢ船を待って

いたところ、Ｂ船が針路を変えずに接近し、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、伏木富山港外港において、安全指導を行おうとして漂泊中

のＡ船に接近した際、船長Ｂが、減速するためにスロットルレバーを

下げたところ、船外機が停止し、始動する際、スロットルレバーが中

立位置にあることを確認しなかったことから、船外機が始動せず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、伏木富山港外港において、安全指導を行おうと

して漂泊中のＡ船に接近した際、船長Ｂが、減速するためにスロット

ルレバーを下げたところ、船外機が停止し、始動する際、スロットル

レバーが中立位置にあることを確認しなかったため、船外機が始動せ

ず、Ａ船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船に接近する際は、停船し、船外機に不具合がないことを確認

した後、接近すること。 

 ・船外機を始動する際は、スロットルレバーが中立位置にあること

を確認すること。 

 


